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1. 事業概要 

貨物取扱量が米国でも最大規模である南カリフォルニアの港（ロサンゼルス港およびロン

グビーチ港）は、日本を含めたアジアからの貨物を受け入れる玄関口として、グローバル

サプライチェーンの中でも重要な役割を果たしています。 

米国では関税政策や中東情勢など物流をめぐる状況は刻一刻と変化する中、米国で事業展

開・拡大を行うに当たっては関係機関と連携しながら、このような状況を的確に把握する

ことが従来以上に重要となっています。 

上記背景を踏まえ、米国への事業展開・拡大に向けてビジネス環境を整備する観点の下、

米国物流関係機関と日本・日系企業の連携機会促進や、現地物流状況の把握を行うため、

「物流に関するアドバイスおよび事業連携」を行うコーディネーター業務の受託者を募集

します。 

 

2．業務委託内容 

（１）専門分野 

 米国における物流 

 

（２）対象国・地域（カバーエリア） 

米国 

 

（３）募集人数 

 計 1名 

 

（４）業務概要 

本コーディネーターは、次の 3つの業務を行う。 

① 相談対応業務 

② イベントへの協力 

③ レポート作成 

④ セミナー等での講演 

 



 

【業務詳細】 

  ①相談対応業務 

受託者は、ジェトロの海外事務所ブリーフィング・サービスに同席し、日本・日系企業等か

らの個別相談に対応する。日程はジェトロを通して事前予約制とする。また、日系企業が抱

える共通の課題・テーマ等について、ジェトロ事務所が相談者となり、個別相談に対応する

ことも可能とする。面談は、オンラインや電話など、非対面方式で実施する可能性がある。

対面方式の面談は、ジェトロ事務所以外の場所で行う可能性もある。相談時間は面談 1回当

たり 1時間を目安とする。 

相談内容によっては、Eメールなどを通じて書面で回答することもあり得る。その場合、1件

につき 2,400字程度（ワードファイル 2枚）以内を回答量の目安とする相談回数は 1企業当

たり年間 2回までを目安とする（ただし回答内容について確認する質問は新たな相談回数と

はカウントしない）。 

 

②イベントへの協力 

 （ⅰ）ジェトロが主催または共催を行う事業に参加し、運営準備・協力の他、関係者との名

刺交換・面談等を行う。 

 （ⅱ）上記ジェトロ主催・共催イベントの他に、当地における関連イベントに参加し、運営

協力や他の関係者との名刺交換・面談等を行う。 

 

③レポート作成 

ジェトロは、受託者に対し、建築分野に関する特定のテーマについて、事前に相談の上で依

頼する。 

 

④セミナー等での講演 

受託者は、日本・日系企業等に向けて、建築分野に関する情報を提供するセミナーを、ジェ

トロと時期や内容を相談のうえ開催する。対面方式だけでなく、オンラインによる非対面方

式の開催もあり得る。セミナー資料について、セミナー内容を説明する上で必要十分な分量

の資料を準備する。 

ジェトロは、セミナー資料を含めたセミナー全般について、出版物、メールマガジン、ウェ

ブサイトなどジェトロの情報発信ツールを用いた第三者への提供を含む利用権を持つ。ジェ

トロ・ウェブサイトに資料やセミナー録画動画と共に作成日・委託先としての執筆者情報を

掲載する場合がある。 

受託者は、ジェトロより資料に関する修正依頼や内容の問い合わせがあった場合には、都度

応じ、適切に対応する。また、ウェブサイト掲載する場合は最終資料の確認を行う。 

 

 



 

（５）支払い金額、単価、および報告書 

「（４）業務概要」に従って行った業務について実績に応じ、下記単価で支払う。なお、①相談対

応業務、②イベントへの協力については、事案に対応した都度、結果概要をまとめ、ジェトロロ

サンゼルス事務所に 5営業日以内に提出する。 

 

#  業務内容  単価  

 ① 相談対応業務 400ドル/1時間  

 ② イベントへの協力 

 （ⅰ）ジェトロ主催・共催イベント 400ドル/1時間 

（ⅱ）上記以外のイベント 400ドル/1イベント 

 ③ レポート作成 200ドル/1ページ  

 ④ セミナー等での講演 400ドル/1時間  

※上記は全て税込み 

※時間を単位とする項目について、端数が発生する場合は、15分単位で切り上げ 

※ジェトロの要請に基づき米国内の出張等が発生した場合は、ジェトロの規程に基づき交通費等

を支払う 

 

（6）使用言語： 

「日本語」および「英語」 

 

（7）契約期間： 

業務委託契約締結日から 2027年 3月 31日まで 

 

（8）支払い方法： 

月末に上記（５）の報告書に応じた請求書を提出。適法な支払い請求書について、確認、受理

した日から 40日以内に支払うものとする。 

 

（9）特記事項： 

• 業務遂行にあたっては、ジェトロと十分に打合せを行い、受託者が判断できない内容があっ

た場合には、ジェトロと相談の上で進めること。  

• 受託者は、本委託業務の遂行にあたって必要な場合には、受託者の監督の下、受託者が属す

る組織の職員等を従事させることができる。 

• 実施過程において、非公開を前提として提供された情報の取り扱いについては十分な注意を

払うこと。本業務の遂行に当たり発生したクレーム・紛争などについては、受託者が一切の

責任を持って処理・対応すること。  



 

• 本業務委託の遂行にあたって受託者が作成あるいは提出した資料等の著作権はジェトロに帰

属するものとする。 

 

3. 応募・選考について： 

   

１．応募資格： 

以下の基準をすべて満たすこと。 

（１）法人の場合は米国に現地法人又は支店を有し、従事予定者は米国に居住していること。

個人の場合は米国に居住していること。 

（２）事業に必要とされる専門性と申請者の専門分野が合致していること。 

（３）当該専門分野での業務経験が 3年以上であること。 

（４）本応募に関し、所属先がある場合はその了解が得られていること。 

（５）本事業及び他ジェトロ事業で契約実績のある場合、契約期間中に重大な問題、又は事務

手続き、業務報告などで重大な問題を起こしていないこと。 

（６）刑事罰を受けていないこと（係争中を含む）。 

（７）本事業に対して十分業務時間が確保でき、ジェトロからの要望に素早く対応できること。 

（８）応募者本人又は主に業務に従事する者は、必要に応じて依頼された出張への対応が可能

であること。 

（９）個人情報の取り扱い方針に同意すること。 

 

２．応募方法： 

別添の「応募用紙」に必要事項を記入のうえ、ジェトロ米国事務所宛に電子メールで提出して

ください。応募者の関連業界での実績・経験、会社概要等を示す資料があれば添付してくださ

い。 

 

３．選考方法：  

書類審査または面接。選考に当たっては以下の要素を総合的に勘案し、委託先を決定します。 

（１）本事業の目的・趣旨への理解及び事業推進に対する積極性 

（２）本事業で求められる専門知識・人脈の有無 

（３）過去の同様の業務の実績・経験（国内外は問わない） 

（４）カバーエリアにおける資料作成、面談支援、継続的なサポート業務への機動力 

（５）本事業の趣旨に沿った形で、日本語及び英語による業務が可能であること 

※選考結果については採否のみを応募者に通知します。採否理由はお答えできません。また、

提出書類は返却できません。 

 

4．応募期限 

2026年 4月 28日(火) 17:00(米国西海岸時間) 

 

5．申込み・お問合せ先： 

  ジェトロロサンゼルス事務所 



 

  担当：堀永卓弘 

  E-mail：lag-research@jetro.go.jp 

以上 

mailto:lag-research@jetro.go.jp

